
地域再生計画の変更の認定申請書（新旧対照表） 
新 旧 

 
５ 目標を達成するために行う事業 
 
５－２ 法第五章の特別の措置を適用して行う事業 

汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
 

＜途中略＞ 
【整備量】 

・公共下水道  Φ２００   ３，３０４．４ｍ 

  ・浄化槽    １，３２０基 

  なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 

  公共下水道板鼻小処理分区の一部で１，２５８人、浄化槽（個人設置型） 

３，８２８人 

【事業費】 

・公共下水道   事業費 339,000千円（うち、交付金 169,500千円） 

単独事業費 170,000千円 

・浄化槽（個人設置型） 事業費 251,160千円（うち、交付金 83,720千円）

・合計       事業費 590,160千円（うち、交付金  253,220千円） 

単独事業費 170,000千円 
 

＜以下略＞ 

 
５ 目標を達成するために行う事業 
 
５－２ 法第四章の特別の措置を適用して行う事業 

汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
 

＜途中略＞ 
【整備量】 

・公共下水道  Φ２００   ２，３０８ｍ 

  ・浄化槽    １，３２０基 

  なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 

  公共下水道板鼻小処理分区の一部で１，０２２人、浄化槽（個人設置型） 

３，８２８人 

【事業費】 

・公共下水道   事業費 276,000千円（うち、交付金 138,000千円） 

単独事業費 219,000千円 

・浄化槽（個人設置型） 事業費 251,160千円（うち、交付金 83,720千円） 

・合計      事業費 527,160千円（うち、交付金  221,720千円） 

単独事業費 219,000千円 
 

＜以下略＞ 
 


